
制度の概要

どんな制度？ 太陽光発電設備の販売や施工を行う事業者を登録し、その情報を公開する制度

制度の目的は？ 小田原市内にある建物や空地に太陽光発電設備を設置したい方の、業者選定に参考いた

だけるよう、あらかじめ市に登録された事業者を公表する制度を設けました。制度を設けること

で、工事の品質確保と事業者の透明性を高まり、また、太陽光発電の導入拡大が図られる

ことを目的とします。

登録するメリットは？ （１）情報発信
登録事業者は、市HPで公表されます。市HPを通じて、自社のサービスや技術を発信するこ

とができます。

（２）信頼性向上
市が定める基準を満たす事業者として登録されます。また、市の提供する「Suncle for

Business」を使用することが可能となります。

（３）市からの情報提供
市内の太陽光発電設備の導入状況や支援事業、その他市が有する情報を共有します。

対象の事業者は？ ● 施工事業者 （販売事業も行う施工事業者を含みます。）

● 販売等事業者 （様々な営業スタイルに対応できるよう「等」を付けています。）
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施工（施工事業のみ） 施工（販売事業も行う。） 販売等

申請は誰がする？ 自社で可能。

＋自社で販売事業を行わず、
特定の１社に販売事業を委
託等している（1対1の関
係）場合は、その販売等事
業者の分を合わせて申請で
きる。

自社でのみ可能。 自社で可能。ただし、施工・
販売施工事業者から受けた、
受注実績証明書の提出が
必要。

or 施工事業者にあわせて
申請してもらう。（販売と施
工が、互いに1対1の関係に
ある時に限る。）
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申請方法は？ 電子申請 紙
市へ紙媒体の請求

入力状況に応じて、
ページが閉じます。
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必要事項入力
必須事項が未回答など

不備の有無を自動で判定します。

①記入

案



施工（施工事業のみ） 施工（販売事業も行う。） 販売等

事業の証明の方法は？ 施工IDの提出 施工IDの提出 受注実績証明書の提出
（連携する施工事業者・販売施工
事業者が作成すること。また、一の施
工事業者が、販売等事業者分もあわ
せて申請する場合は不要。）

地域密着型への申請は？ 可能 可能 可能
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地域密着型
登録事業者
とは？

登録事業者のうち、以下のいずれかを満たす事業者
① 小田原市内に営業所（店舗等）がある
② 過去３年間に小田原市内での施工実績が多数あると市長が認めるもの
登録されるには、①または②を満たし、地域密着型登録事業者への登録を希望する必要有り。

・施工IDを示した施工事業者

・施工事業者に併せて申請した販売等事業者

・販売等事業者の受注証明を得た販売等事業者

・小田原市内に営業所
・過去３年間で多数の市内施工実績

地域密着型登録事業者

登録事業者
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【地域密着型のイメージ】

施工―販売の同時申
請の場合の、過去３年
間の実績入力の必要/
不要の場合分けは、次
ページ参照。

【地域密着型の条件】



（参考）施工-販売の同時申請の場合の「過去３年間の実績入力」の必要/不必要の場合分け
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不要 必須 不要 必須 不要 必須 不要

※施工事業者か販売等事業者のどちらかが入力すれば良いです。


